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１．これまでの検討経過

平成１６年１０月 さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画公表

平成１６年度以降 各種部門別交通計画の策定

平成１８年４月 さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画改訂版公表
（旧岩槻市区域の編入）

平
成
26
年
度
ま
で

平
成
27
年
度

【交通体系マスタープラン改定検討委員会】
交通体系マスタープラン改定のため、学識経験者（交通・都市計画・
経済部門等）、関係行政機関等からなる委員会を設置。
（平成２７年度 計３回開催）

【交通体系マスタープラン改定庁内検討会議】
庁内の関係課による検討組織を設置。
（平成２７年度 計３回開催）

⇒ 素案のとりまとめ
２



２-１．交通マスタープランの位置づけ

３



２-２．交通マスタープラン見直しの背景

・交通政策基本法の施行（H25.12.4施行）

・地域公共交通活性化再生法の一部改正

（H26.11.20施行）

・都市再生特別措置法の一部改正（H26.8.1施行）

③社会経済情勢の変化

・総合振興計画後期基本計画の策定

・成長戦略の策定

・都市計画マスタープランの改定

・自転車まちづくり大綱の策定

①交通を取り巻く環境の変化

②市の上位計画等の見直し

・超高齢社会の到来

・人口減少

・国際競争力の強化

・地方創生の必要

・大規模災害の発生

④国の計画策定の動向

・首都圏広域地方計画の位置づけ

・交通政策審議会答申の位置づけ

策定から１０年が経過し、法律・上位計画等の改正や社会経済情勢の変化に伴う
見直しの必要性が生じたことから、基本計画の改定作業に着手

４



２-３．交通マスタープラン見直しの視点

・自転車 ・小型モビリティ ・長距離バスターミナル

・空港アクセス強化 等

○交通政策基本法／改正地域公共交通活性化再生法への対応 【①】

○道路整備から公共交通を中心としたマスタープランへのシフト【①②】

○集約型都市構造のまちづくり 【①②】

○公共交通として対象とすべき範囲の明確化 【①②】

○大規模災害への対応 【③】

○超高齢社会への対応 【③】

○既存の都市基盤の有効活用（ストック活用） 【③】

○環境負荷の軽減（低炭素化） 【③】

【追加すべき施策】

【見直しのポイント】

５

※従来の交通マスタープランに記載のない施策



２-４．交通マスタープランの構成

６



３-１．さいたま市の交通の現状

（１）発生集中交通量の推移

（３）市内及び周辺地区のトリップ数

（２）代表交通手段分担率の推移

（４）通勤・通学の鉄道利用状況

７

人口の伸びと同程度で移動量も増加

移動の５５％
は市内の移動

通勤・通学では
７割以上の方が
東京・神奈川へ

※人がある目的をもってある
地点からある地点まで移動す
ることを総称して「トリップ」、ト
リップの両端の数をトリップエ
ンドと呼びます。 （資料：H20PT調査） （資料：大都市交通センサス）



３-２．さいたま市の将来の交通需要

（１）将来都市構造のイメージ （２）目的別発生集中交通量

（３）代表交通手段分担率

８

集約・ネットワーク型都市
構造の効果が交通面から
も確認された。
（例：交通量が増える
自動車分担率が下がる 等）



３-３．さいたま市の交通をとりまく課題

集約・ネットワーク型都市構造を実現するための
総合都市交通体系構築の基本目標と基本方針

（１）社会・経済情勢からの課題 （２）交通環境からの課題

（３）将来推計等からの課題

９

・超高齢社会への対応

・厳しい財政状況への対応

・災害時等のﾘﾀﾞﾝﾀﾞﾝｼｰ（多重性）の確保

・地球環境問題への対応

・ICT進展への対応

・訪日外国人等への対応 等

・首都圏の北の交通拠点としての強化

・慢性的な交通渋滞への対応

・東西の基幹公共交通の整備

・地域公共交通の充実

・安全な歩行空間の確保

・自転車利用環境の向上 等

・東日本の中枢都市を支える広域的な交通ネットワークの形成

・コンパクトシティの形成とまちづくりと連携した公共交通の充実

・増加する自動車交通への対応と多様な交通手段の提供



３-４．基本目標と基本方針

【基本方針１】

東日本の中枢都市として交流を支える広域交通体系の構築

【基本目標】

SMARTな交通体系の構築による集約・ネットワーク型都市構造の実現
～ 地域特性に応じた多様な交通手段の活用 ～

【基本方針３】

回遊性・快適性の高い魅力的な交通体系の構築

【基本方針２】

コンパクトシティを支えるアクセス性の高い交通体系の構築

【基本方針４】

安全・安心で持続可能な市街地形成を支える交通体系の構築

１０



３-５．主な施策の方向性

＜ 主 な 施 策 の 方 向 性 ＞
総合都市交通体系
構築の基本方針

１１

首都圏広域地方計画関連

交通政策審議会答申関連



３-５．主な施策の方向性

１２

自転車施策関連

総合特区施策関連

大規模災害対策関連



４．今後の進め方

■今後のスケジュール

平成２８年６月 市議会報告

平成２８年７月 パブリックコメント実施

平成２８年９月 市議会報告

平成２８年１０月 公表

■今後の施策展開

平成２８年度 地域公共交通網形成計画の検討

（公共交通ネットワーク基本計画の見直し）

平成２９年度 地域公共交通再編実施計画の検討
１３


